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せたがや福祉区民学会 会費規則 
 

平成２１年１２月１２日 
改正  令和元年１２月 ７日 

 
  せたがや福祉区民学会規約第３の８の規定により、この学会の会費について次のと

おり定める。 
 
１ 個人会員の年会費は次のとおりとする。 
（１）一般会員 1,000 円 

（２）学生会員    500 円 

（３）賛助会員 1,000 円 

 
２ 団体会員、賛助会員（団体）の年会費は一口 3,000 円とし、１団体につき１口以上

の会費を支払うこととする。複数の事業を経営する法人等については、１の事業所を

１団体とする。 
 
３ 会員登録を行う団体または個人は、事務局が指定した期日までに会費を納付しなけ

ればならない。 
 
 
この規則は、令和元年１２月７日から施行する。 


